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事例：治療継続を拒んだ軽度認知機能障害のある肺がん患者

Ａさん（74歳男性）は、軽度認知症があった。最近、肺がんと診断され、初診時には既に
肺野全体に血行性転移があり手術は不可能だった。リンパ節転移（＋）、骨転移（＋）だっ
たが、主治医は妻と相談をして、本人には「肺がんであること」のみ伝え、転移のことや手
術不可能なことは伝えなかった。
医師は、Ａさん同席のもと妻と話し合い、化学療法を実施することにした。最初は、抗が

ん剤は効果があったが、その後、効かなくなったため、別の抗がん剤に変更しようと、Ａさ
ん・妻と面談した。そのとき、Ａさんは「先生。いっそのこと、スパッとがんを切り取って
しまってくださいよ」と冗談めかして微笑んで言ったが、何とか化学療法を実施することに
話をもっていくことができた。
しかし、効果はあまりないようなので、主治医は最新の別な抗がん剤を使用しようと考え

ている。その後のＡさん・妻との面談の際、Ａさんは「もう、抗がん剤はたくさんだ。副作
用が強すぎて苦しい」と言って治療を拒否した。
医療ケアチームは、このように一生懸命Ａさんのために治療方法を考えているのに、Ａさん
はもう治療はしたくないと言ってきたので、主治医は困っている。妻はできる限り治療をし
てほしいと考えている。



法的な観点



自己決定権の法的基礎

患者の自己決定権を尊重することが要請される

「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民
の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする（憲法13条）」

を自己決定権の根拠規定と考える

• 前段の「個人の尊重」が、ドイツ基本法１条１項の「人間の尊厳」条項と
ほぼ同趣旨であり、個人の尊重（個人主義）ないし人格の尊厳（人格主
義）という一定の原理を規定し、

• 後段の幸福追求権は、前段の原理と結びついて、人間の人格的自律にとっ
て不可欠な重要事項に関する自己決定の包括的権利を具体的な法的権利と
して規定する（人格的利益説）

通説
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患者Ｋはエホバの証人の信者として、宗教上の信念から、いかなる場合にも
輸血を受けることを拒否するという固い意思を有していた。
医科研では、外科手術を受ける患者がエホバの信者である場合、信者が輸血を

受けるのを拒否することを尊重し、できる限り輸血をしないことにするが、輸血
以外には救命手段がない事態に至ったときは、患者らの諾否に関わらず輸血する
という方針を採用していた。

Ｋは、別の病院で悪性の肝臓血管腫と診断を受け、平成4年8月18日、医科研に
紹介入院し、医師Ｌらによって、9月16日肝臓の腫瘍を摘出する手術を受けたが、
患部の腫瘍を摘出した段階で出血量が約2245mlに達する状態になったので、輸血
をしない限り患者を救うことはできない可能性が高いとＬらは判断して、予め用意
してあった輸血を行った。

Ｋは、手術に先立つ9月14日にＫおよび夫が連署した免責証書を手渡していた。
この証書には、Ｋは輸血を受けることはできないこと及び輸血をしなかったため

に生じた損傷に関して医師及び病院職員等の責任を問わない旨が記載されている。

エホバの証人である患者への説明義務
最高裁 平成12年2月29日判決
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✓ 患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を
伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思
決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。

✓ 医師らとしては、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態に生ずる
可能性を否定し難いと判断した場合には、患者に対して、医科研としては、
そのような事態に至ったときには輸血するとの方針を採っていることを説明
して、医科研への入院を継続した上、医師らの下で手術を受けるか否かを
患者本人自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。

✓ 本件では、この説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった
手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを
得ず、この点において、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき
責任を負う。

先例拘束力ある「エホバの証人である患者への説明義務」
最高裁 平成12年2月29日判決

自己決定を尊重するためには、医師からの説明が必要である
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障害者の権利に関する条約
2006年12月13日国連総会採択・2008年5月3日発効・我が国は2014年2月19日発効

障害者の権利、意思及び選好を尊重する
第12条 法律の前にひとしく認められる権利

障害福祉サービスの利用等に
あたっての意思決定支援

ガイドライン

厚生労働省

平成29年3月31日

老健事業（平成28年度）

認知症の人の意思決定能力を踏まえた
支援のあり方に関する研究事業

老健事業（平成29年度）

日常生活や社会生活等において認知症の
人の意思が適切に反映された生活が

送れるようにするための意思決定支援の
あり方に関する研究事業

老健事業（平成27年度）

認知症の行動・心理症状（BPSD）等に対し、認知症の人の意思決定能力や
責任能力を踏まえた対応のあり方に関する調査研究事業

障害者・高齢者・認知症の人の意思決定支援の方策が必要

厚生労働省

平成30年6月

認知症の人の日常生活・
社会生活の意思決定支援

のガイドライン



1. 認知症の人の尊厳は守られるべき

2. 認知症の人であることで、その人の意思決定において差別を受けるべきではない

3. 認知症の人は、自己決定をする権利を有し、自己決定をしたことについては、関係
者はその決定を尊重するべき

4. 認知症の人は、意思決定をする上で必要な情報について説明を受けることが必要で
あり、医療者等は、医療等を提供するにあたり必要な説明が求められる

5. 説明は、認知症の人が理解できる方法で行われるべき

6. 認知症の人の、医療・介護における意思決定支援を考えるにあたっては、法的な意
思能力より、意思決定能力という言葉を使用することが適切

認知症の人の意思決定支援に関する倫理的・法的な観点からの12論点
厚労省 老人保健健康増進等事業（平成27年度）

認知症の行動・心理症状（BPSD）等に対し、認知症の人の意思決定能力や責任能力を踏まえた対応のあり方に関する調査研究事業
国立長寿医療研究センター作業部会②（医療・介護等の意思決定支援）
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認知症の人の意思決定支援に関する倫理的・法的な観点からの12論点
厚労省 老人保健健康増進等事業（平成27年度）

認知症の行動・心理症状（BPSD）等に対し、認知症の人の意思決定能力や責任能力を踏まえた対応のあり方に関する調査研究事業
国立長寿医療研究センター作業部会②（医療・介護等の意思決定支援）

7. 認知症の人に意思決定能力がない、あるいは、相当低下している場合は、認知症の人
は保護されるべき

8. 認知症の人に意思決定能力がないという判断は慎重に行うべき

9. 意思決定能力がない、ないし、相当低下していると場合でも、認知症の人に説明をし
て理解を得るように努めるべき

10. 認知症の人に意思決定能力がない、ないし相当低下している場合に、家族等に対して
説明をすることが考えられるべき

11. 認知症の人に意思決定能力がない場合に、説明を受けた家族等を交えて、現在の本人
の意思を推定していくべき

※その際、認知症の人の過去の意思表示等を十分尊重し、書面による意思表示がある場合は、現在の意思を推定するのに有力な資料となる

12. 認知症の人の意思を推定できる場合も、できない場合も、可能な限り、その人の希望、
人格、価値観を踏まえた最善の治療・非治療・ケアを追求することが考えられるべき
（主観的最善の利益）
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（厚労省）平成30年6月
「認知症の人の日常生活・社会生活に関する意思決定支援のガイドライン

」

○ 本ガイドラインでいう意思決定支援とは、認知症の人の意思決定をプロセスとして支援する
もので、通常、そのプロセスは、本人が意思を形成することの支援と、本人が意思を表明する
ことの支援を中心とし、本人が意思を実現するための支援を含む。

〈脚注ⅳ〉本ガイドラインは、認知症の人の意思決定支援をすることの重要性にかんがみ、そ
の 際の基本的考え方等を示すもので、本人の意思決定能力が欠けている場合の、いわゆる「代
理代行決定」のルールを示すものではない。本ガイドラインは、本人の意思決定支援のプロセ
スは、代理代行決定のプロセスとは異なるということを中心的な考えとして採用している。

○ 意思決定支援は、本人の意思（意向・選好あるいは好み）の内容を支援者の視点で評価し、
支援すべきだと判断した場合にだけ支援するのではなく、まずは、本人の表明した意思・選好
、あるいは、その確認が難しい場合には推定意思・選好を確認し、それを尊重することから始
まる。

○ 本人が自ら意思決定できる早期（認知症の軽度）の段階で、今後、本人の生活がどのように
なっていくかの見通しを、本人や家族、関係者で話し合い、今後起こりうることについてあら
かじめ決めておくなど、先を見通した意思決定の支援が繰り返し行われることが重要である。



人的・物的環境の整備

◎ 意思決定支援者の態度

◎ 意思決定支援者との信頼関係、立ち会う者との関係性への配慮

◎ 意思決定支援と環境

意思形成支援

：適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの支援

意思表明支援

：形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

意思実現支援

：本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援

意思決定支援のプロセスの記録、確認、振り返り

チ
ー
ム
で
の
会
議
も
併
用
・活
用

意思決定支援のプロセス

本人の

意思決定の

支援

代理代行決定

（他人の意思
決定）



ガイドラインの補助説明・実践事例などを収載

下記のURLやQRコードから閲覧・ダウンロードできます

ガイドライン 読み方と活かし方

読み方と活かし方 http://ham-ken.com/wp/?page_id=1340



認知症の人の意思決定支援



わたしの
思い手帳



優秀な医療ケア提供者であることは、
適切な意思決定支援者であることを担保しない。
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学び １



（厚労省）平成30年6月「認知症の人の日常生活・社会
生活における意思決定支援のガイドライン」

よき医療ケア提供者は、その人によいと考えて医療ケアを提供
する。しかし、それが、患者の真に望むものかについて配慮が
できていないことが多い。

→○ 意思決定支援は、本人の意思（意向・選好あるいは好み）

の内容を支援者の視点で評価し、支援すべきだと判断した場合
にだけ支援するのではなく、まずは、本人の表明した意思・選好
、あるいは、その確認が難しい場合には推定意思・選好を確認
し、それを尊重することから始まる。



歴史から学ぼう。
法的な権利義務という関係は、患者・
医療者関係では、好ましくない。

18

学び ２



アメリカが上手くいかなかった理由

• 患者の権利という（法的）アプローチ

• 医療者の免責という（法的）アプローチ

• リビング・ウィルが患者の一方的な意思として示された。

• 家族や患者をよく知る人が関わっていなかった。

• また、医師らも関わっていなかった。

• そのため、(医療者側の）記録が残されておらず、リビング・ウイル

が尊重されなかった。



意思決定を、患者家族にしてもらうには、患者
らの立場に立った、素直で、丁寧な意思決定

支援をすることが必要である。
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患者の立場に立った、
素直で、丁寧な意思決定支援の基礎

・いきなり終末期の話はできない。

・決めても心変わりすることはある。

・決めたくない人もいる。

・信頼関係のない人とは、話はできない。

・でも、医療者・介護について決めるとき、医療者や介護者の助
けが必要である。

・同時に、家族等の理解と助けが必要である。



（厚労省）平成30年6月「認知症の人の日常生活・社会
生活における意思決定支援のガイドライン」

・本人・家族は、今にアンカリング（今を変えることは難しい）し
て、決めるのが難しい。

・本人・家族は、先を見通した決定をすることが難しい（今後な
にが起こるかの経験がない）。

→○本人が自ら意思決定できる早期（認知症の軽度）の段階

で、今後、本人の生活がどのようになっていくかの見通しを、
本人や家族、関係者で話し合い、今後起こりうることについて
あらかじめ決めておくなど、先を見通した意思決定の支援が
繰り返し行われることが重要である。



適切な時期に、適切な内容を、適切な関係
者と、何度も繰り返し行うことが必要である。
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適切な時期に、適切な内容を

遅すぎると、
決められない

早すぎると、
現実味がない
決定になる

適切な時期に

適切な内容を



経過は疾患によって異なる

慢性心不全とがんの終末期

出典： 急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版） P.112



素直で、丁寧な意思決定支援
認知症の意思決定支援のガイドライン

東京都・わたしの思い手帳



ACPとは

A
Advance
あらかじめ

決めることよりも、
対話をして、計画を
立てていくことに
重点がある。

C
Care

広い意味では、
生活上の、世話や配慮、気

配りなどを、
狭い意味では、

医療、看護、介護を指す

P
Planning

計画を立てる

医療・看護・介護だけ
ではなく、

その基礎には、
日常生活・社会生活が

ある
Lifeに近い

あらかじめの
時期は人により
多様である

適切な時期にと読
み替えよう
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・最初は「世間話」からでもOK
・人工呼吸器をつけるかつけないかから始める必要はない

（A） 一人暮らしの（脳梗塞の）母と話すきっかけがない

事例Aからの学び

始め方
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人的・物的環境の整備

◎ 意思決定支援者の態度

◎ 意思決定支援者との信頼関係、立ち会う者との関係性への配慮

◎ 意思決定支援と環境

意思形成支援

：適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの支援

意思表明支援

：形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

意思実現支援

：本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援

意思決定支援のプロセスの記録、確認、振り返り

チ
ー
ム
で
の
会
議
も
併
用
・活
用

（厚労省）平成30年6月
「認知症の人の日常生活・社会生活に関する意思決定支援のガイドライン」



意思決定支援者の態度

(1) 意思決定支援者の態度
○ 意思決定支援者は、本人の意思を尊重する態度で接し
ていることが必要である。
○ 意思決定支援者は、本人が自らの意思を表明しやすい
よう、本人が安心できるような態度で接することが必要で
ある。
○ 意思決定支援者は、本人のこれまでの生活史を家族関
係も含めて理解することが必要である。
○ 意思決定支援者は、支援の際は、丁寧に本人の意思を
都度確認する。



意思決定支援者との信頼関係と立ち会う人との関係性への配慮

○ 意思決定支援者は、本人が意思決定を行う際に、本

人との信頼関係に配慮する。意思決定支援者と本人と

の信頼関係が構築されている場合、本人が安心して自

らの意思を表明しやすくなる。

○ 本人は、意思決定の内容によっては、立ち会う人と

の関係性から、遠慮などにより、自らの意思を十分に表

明ができない場合もある。必要な場合は、一旦本人と意

思決定支援者との間で本人の意思を確認するなどの配

慮が必要である。



意思決定支援と環境

○ 初めての場所や慣れない場所では、本人は緊張したり混乱するなど、本
人の意思を十分に表明できない場合があることから、なるべく本人が慣れ
た場所で意思決定支援を行うことが望ましい。
○ 初めての場所や慣れない場所で意思決定支援を行う場合には、意思決
定支援者は、本人ができる限り安心できる環境となるように配慮するととも
に、本人の状況を見ながら、いつも以上に時間をかけた意思決定支援を行う
などの配慮が必要である。
○ 本人を大勢で囲むと、本人は圧倒されてしまい、安心して意思決定がで
きなくなる場合があることに注意すべきである。
○ 時期についても急がせないようにする、集中できる時間帯を選ぶ、疲れ
ている時を避けるなどに注意すべきである。
○ 専門職種や行政職員等は、意思決定支援が適切になされたかどうかを
確認・検証するために、支援の時に用いた情報を含め、プロセスを記録し、振
り返ることが必要である。



・状況や病状が変わったときには、本人や家族の考えが揺
らぐのはよくあること
・本人の話しやすい雰囲気づくりが大切である

（B） 治療方針をみんなで話し合いたい（乳がん）（本人と家族）

進め方

事例Bからの学び
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に伝えたいこと
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支
援
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る

医療・看護・介護者
に伝えたいこと



人的・物的環境の整備

◎ 意思決定支援者の態度

◎ 意思決定支援者との信頼関係、立ち会う者との関係性への配慮

◎ 意思決定支援と環境

意思形成支援

：適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの支援

意思表明支援

：形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

意思実現支援

：本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援

意思決定支援のプロセスの記録、確認、振り返り

チ
ー
ム
で
の
会
議
も
併
用
・活
用

（厚労省）平成30年6月
「認知症の人の日常生活・社会生活に関する意思決定支援のガイドライン」



① 意思形成支援:本人が意思を形成することの支援

✓ まずは、以下の点を確認する
➢ 本人が意思を形成するのに必要な情報が説明されているか

➢ 本人が理解できるよう、分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明されているか

➢ 本人が理解している事実認識に誤りがないか

➢ 本人が自発的に意思を形成するに障害となる環境等はないか

✓ 認知症の人は説明された内容を忘れてしまうこともあり、
その都度、丁寧に説明することが必要

✓ 本人が何を望むかを、開かれた質問で聞くことが重要である

✓ 選択肢を示す場合には、可能な限り複数の選択肢を示し、比較のポイントや
重要なポイントが何かをわかりやすく示したり、話して説明するだけではな
く、文字にして確認できるようにしたり、図や表を使って示すことが有効

✓ 本人が理解しているという反応をしていても、実際は理解できていない場合
もあるため、本人の様子を見ながらよく確認することが必要
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② 意思表明支援:本人が意思を表明することの支援

✓ 本人の意思を表明しにくくする要因はないか。
その際には、意思決定支援者の態度、人的・物的環境の整備に配慮が必要

✓ 本人と時間をかけてコミュニケーションを取ることが重要であり、
決断を迫るあまり、本人を焦らせるようなことは避けなければならない

✓ 複雑な意思決定を行う場合には、意思決定支援者が、
重要なポイントを整理 してわかりやすく選択肢を提示するなどが有効

✓ 本人の示した意思は、時間の経過や本人が置かれた状況等によって変わり得る
ので、最初に示された意思に縛られることなく、適宜その意思を確認する

✓ 重要な意思決定の際には、表明した意思を、可能であれば
時間をおいて確認する、複数の意思決定支援者で確認するなどの工夫が適切

✓ 本人の表明した意思が、本人の信条や生活歴や価値観等から見て整合性が
とれない場合や、表明した意思に迷いがあると考えられる場合等は、本人の
意思を形成するプロセスを振り返り、改めて適切なプロセスにより、本人の
意思を確認することが重要 46



③ 意思実現支援:本人が意思を実現するための支援

✓ 自発的に形成され、表明された本人の意思を、
本人の能力を最大限活用した上で、日常生活・社会生活に反映させる

✓ 自発的に形成され表明された本人の意思を、
意思決定支援チームが多職種で協働して、利用可能な社会資源等を用い、
日常生活・社会生活のあり方に反映させる

✓ 実現を支援するにあたっては、他者を害する場合や本人にとって見過ごすこと
のできない重大な影響が生ずる場合でない限り、形成・表明された意思が、
他から見て合理的かどうかを問うものではない

✓ 本人が実際の経験をする（例えば、ショートステイ体験利用）と、本人の意思
が変更することがあることから、本人にとって無理のない経験を提案すること
も有効な場合がある
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・認知症でも本人は自分で考えられないと周りが決めつけ
ない

・本人の希望の確認が難しいときは、本人の思いを想像す
る

（C） 認知症の父との話し合いが難しい

始め方

事例Cからの学び
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・本人の希望と必要な医療とのすり合わせが難しいときは、「
これから大切にしたいこと、どのように（本人は）過ごしたいか」
を考える
・医療について選択する際は、医師や看護師と一緒に考える

（C） 治療方針のすり合わせが難しい（本人の家族）
・

進め方

事例Dからの学び
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・本人が残した書面の内容を、本人と信頼できる家族や友
人、更に、医師や看護師と話し合い、共有しておくことが大
切です

（E） 急変時に家族で意見が食い違う（家族間）
・

進め方

事例Eからの学び
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